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筆
者
は
昨
年
十
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
た

阿
賀
野
市
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
多
く

の
市
民
の
皆
さ
ま
か
ら
ご
支
援
を
賜
り
初
当

選
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

筆
者
は
市
長
退
任
後
、
一
市
民
と
し
て
、

市
政
の
成
り
行
き
を
注
視
し
て
き
ま
し
た
が
、

こ
れ
ま
で
の
市
政
（
ま
ち
づ
く
り
）
は
、
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
売
り
手
で
あ
る
「
市
役
所
・

業
者
」
目
線
で
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
買
い
手
で
あ
る

「
市
民
・
利
用
者
」
目
線
に
転
換
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
ま
し
た
。 

筆
者
は
、
こ
の
度
の
市
議
選
に
お
い
て
、

「
市
民
・
利
用
者
」
目
線
の
市
政
を
実
現
す
る

た
め
、「
市
議
会
改
革
」（
行
政
の
監
視
・
政
策

提
案
機
能
の
強
化
）
を
公
約
の
一
つ
に
掲
げ

ま
し
た
。 

市
議
と
な
っ
た
今
、
筆
者
は
「
市
民
フ
ァ

ー
ス
ト
」
な
市
政
実
現
に
向
け
て
、
不
惜
身
命

の
覚
悟
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。 

筆
者
の
議
員
活
動
に
つ
い
て
は
、「
市
議
会

通
信
」
を
通
し
て
、
随
時
、
市
民
の
皆
さ
ま

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

    

           

議
員
が
所
属
す
る
常
任
委
員
会
（
総
務
文

教
・
社
会
厚
生
・
産
業
建
設
）
や
議
会
運
営

委
員
会
、
議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会
を
は

じ
め
、
議
長
・
副
議
長
、
各
常
任
委
員
会
正

副
委
員
長
、
監
査
委
員
な
ど
の
議
会
内
人
事

は
、
改
選
後
に
行
わ
れ
た
議
員
懇
談
会
（
二

回
開
催
）
を
経
て
、
十
一
月
十
二
日
の
臨
時

会
に
お
い
て
決
ま
り
ま
し
た
。 

議
長
並
び
に
常
任
委
員
長
な
ど
、
議
会
の

主
要
ポ
ス
ト
（
役
職
）
は
最
大
会
派
「
新
風
あ

が
の
」（
八
人
）
と
同
会
派
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
議
員
（
二
人
）
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
詳
細
は
「
あ
が
の
市
議
会
だ
よ
り
」
第
四

十
六
号
を
参
照
） 

筆
者
（
無
所
属
）
は
議
会
改
革
推
進
特
別

委
員
長
と
監
査
委
員
を
希
望
し
ま
し
た
。
結

果
は
特
別
委
員
長
の
役
職
は
得
ら
れ
ま
し
た

が
、
監
査
委
員
に
つ
い
て
は
、
選
外
と
な
り

ま
し
た
。 

    

筆
者
の
市
議
選
に
向
け
た
チ
ャ
ッ
チ
コ
ピ

ー
「
市
民
フ
ァ
ー
ス
ト
！
市
民
目
線
の
市
政

を
実
現
」
す
る
た
め
に
は
、
市
議
会
に
お
い

て
「
行
政
の
監
視
」
と
「
政
策
立
案
・
提
案
」

の
二
つ
の
機
能
が
有
効
に
働
い
て
い
る
こ
と

が
前
提
と
な
り
ま
す
。 

阿
賀
野
市
議
会
基
本
条
例
第
二
条
で
は
、

「
議
会
の
活
動
原
則
」
と
し
て
、「
行
政
の
監

視
」
、「
政
策
の
立
案
・
提
案
」
、「
情
報
公
開
」 

の
三
つ
を
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら 

「
行
政
の
監
視
」
と
「
政
策
の
立
案
・
提
案
」

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い

と
考
え
て
い
ま
す
。 

      

筆
者
が
議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
長
と
監

査
委
員
を
希
望
し
た
の
は
、
機
能
不
全
状
態

に
あ
る
「
行
政
の
監
視
」
と
「
政
策
の
立
案
・ 

提
案
」
の
二
つ
を
強
化
し
た
い
、
と
い
う
思

い
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。 

 

 

 

  

 

議
長
は
議
会
を
代
表
し
、
議
場
の
秩
序
保

持
・
議
事
の
進
行
管
理
、
採
決
の
際
の
キ
ャ

ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
（
可
否
同
数
の
場
合
）

を
握
る
な
ど
、
重
責
な
ポ
ス
ト
で
す
。 

 
 

筆
者
は
議
長
選
挙
に
立
候
補
し
た
二
人
の

議
員
に
対
し
、
議
会
基
本
条
例
に
定
め
る
、 

・「
市
長
等
（
行
政
）
と
の
緊
張
関
係
の
保
持
」

（
条
例
第
六
条
） 

・「
議
会
が
議
員
に
よ
る
討
論
の
場
で
あ
る
こ

と
」（
条
例
第
十
一
条
）
を
踏
ま
え
、
採
決

の
前
に
「
熟
議
」
が
必
要
で
あ
る
。 

の
二
点
を
確
認
し
ま
し
た
。 

議
長
は
、
最
大
会
派
「
新
風
あ
が
の
」
か
ら

選
出
さ
れ
、
副
議
長
は
同
会
派
と
密
接
な
関

係
に
あ
る
議
員
（
無
所
属
）
が
選
出
さ
れ
ま

し
た
。 

        

    

  

「
数
は
力
な
り
？
」 

市
議
会
最
大
会
派
「
新
風
あ
が
の
」

が
議
会
の
主
要
ポ
ス
ト
（
要
職
）
を

独
占
！ 

な
ぜ
、
筆
者
が
議
会
改
革
特
別
委
員

長
と
監
査
委
員
を
希
望
し
た
の
か
？ 

議
長
選
挙
の
立
候
補
者
に
対
し
、 

議
会
が
「
行
政
の
監
視
」
と 

「
議
員
に
よ
る
討
論
の
場
」 

で
あ
る
こ
と
を
確
認
！ 

「
市
民
フ
ァ
ー
ス
ト
！
」 

市
民
目
線
の
市
政
を
実
現 

し
ま
す
！ 

子育て世帯に頼り

になる街 

い

ち

え

い 
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賑わいのある商店街 

高齢者に優しい街 

       

筆
者
は
十
二
月
定
例
会
（
十
二
月
四
日
開

幕
）
の
一
般
質
問
の
準
備
の
た
め
、
行
政
資

料
（
情
報
）
の
収
集
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。 

筆
者
の
一
般
質
問
の
テ
ー
マ
は
「
あ
が
の

市
民
病
院
の
運
営
状
況
と
課
題
」
で
し
た
。

（
概
要
は
「
市
議
会
だ
よ
り
」
第
四
十
六
号

を
参
照
、
録
画
映
像
は
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
収
録
） 

筆
者
は
市
長
在
任
中
、
旧
病
院
（
水
原
郷

病
院
）
の
救
急
医
療
（
救
急
告
示
病
院
）
の
復

活
と
経
営
改
革
に
つ
い
て
、
一
丁
目
一
番
地

の
政
策
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。 

こ
の
政
策
課
題
を
達
成
す
る
た
め
の
方
策

と
し
て
、
病
院
の
「
公
設
民
営
化
」
を
決
断
し

ま
し
た
。
財
政
難
の
さ
な
か
、
ま
ず
は
民
営

化
か
ら
始
め
、
平
成
二
十
二
年
十
月
に
指
定

管
理
者
制
度
に
よ
り
、
厚
生
連
に
運
営
を
委

託
し
ま
し
た
。 

次
に
老
朽
化
し
た
病
院
の
建
替
え
で
す
。

平
成
二
十
四
年
三
月
に
新
病
院
（
あ
が
の
市

民
病
院
）
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
と
な
る
「
阿

賀
野
市
新
病
院
整
備
基
本
計
画
」
を
策
定
し

ま
し
た
。
新
病
院
の
建
設
は
現
市
政
に
引
き

継
が
れ
、
平
成
二
十
七
年
十
月
に
完
成
し
ま

し
た
。 

筆
者
は
、
新
病
院
が
完
成
し
て
五
年
も
経

過
し
て
い
る
の
に
「
救
急
医
療
の
復
活
」
が
未

達
成
で
あ
る
な
ど
、
運
営
実
態
が
当
初
計
画

と
大
き
く
隔
た
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。 

病
院
運
営
に
つ
い
て
、
当
初
計
画
と
現
状

を
比
較
す
る
た
め
に
は
、
筆
者
が
市
長
在
任

中
に
策
定
し
た
「
新
病
院
整
備
基
本
計
画
」

の
資
料
が
必
要
で
し
た
。 

     

 
 

ま
ず
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス

し
て
、
電
子
化
さ
れ
て
い
る
資
料
を
探
し
ま

し
た
が
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
担
当

部
長
に
資
料
提
供
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
決
裁

の
上
、
提
供
す
る
と
の
回
答
で
し
た
。 

「
誰
の
決
裁
？
市
長
の
決
裁
？
」 

公
表
さ
れ
て
い
る
資
料
で
す
ら
、
担
当
部

長
の
判
断
（
決
裁
）
で
提
供
で
き
な
い
の
か

と
愕
然
と
し
ま
し
た
。 

こ
の
部
長
は
、
筆
者
が
市
長
在
任
中
、
病

院
改
革
に
尽
力
頂
い
た
職
員
の
一
人
で
す
。

何
度
か
担
当
部
長
に
脚
を
運
ん
で
、
や
っ
と

念
願
の
資
料
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。 市

政
全
般
の
課
題
を
把
握
し
、
効
率
的
な

議
員
活
動
を
行
う
上
で
、
行
政
資
料
は
必
要

不
可
欠
で
す
。
議
員
は
執
行
部
か
ら
提
供
さ

れ
る
資
料
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
必
要
な

資
料
を
自
分
の
足
を
使
っ
て
収
集
す
べ
き
で

す
。 筆

者
の
議
員
活
動
は
「
市
民
の
声
」
と
市
政

情
報
（
資
料
）
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
政

情
報
は
主
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
集
め
た
電

子
情
報
で
す
。 

 

昨
年
十
二
月
に
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
、
古
い
資
料
（
電
子
情
報
）

が
消
去
さ
れ
ま
し
た
。「
新
病
院
整
備
基
本
計

画
」
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
消
去
さ
れ
た
過

去
の
資
料
で
し
た
。 

   

  
 

 

筆
者
ら
新
人
議
員
に
と
っ
て
「
初
舞
台
」

と
な
る
十
二
月
定
例
会
が
四
日
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。
特
に
本
会
議
場
で
行
わ
れ
る
一
般

質
問
は
、
議
員
に
と
っ
て
は
「
晴
れ
の
舞
台
」

で
す
。 

議
員
は
持
ち
時
間
（
答
弁
を
含
む
六
十
分
）

を
使
っ
て
、
市
長
は
じ
め
執
行
部
に
対
し
市

政
全
般
に
つ
い
て
質
問
で
き
ま
す
。
聴
衆
は

傍
聴
席
に
座
っ
て
い
る
人
だ
け
で
な
く
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
さ
れ
る
映
像
（
生
・

録
画
）
を
見
て
い
る
全
国
、
全
世
界
の
人
た

ち
で
す
。 

 

筆
者
の
一
般
質
問
の
な
か
で
も
「
救
急
医

療
（
救
急
告
示
病
院
）
の
復
活
」
が
一
番
に

質
し
た
か
っ
た
項
目
で
し
た
が
、
時
間
切
れ

で
市
長
の
答
弁
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
（
明
ら
か
な
筆
者
の
戦
術
ミ
ス
） 

          
    

筆
者
は
十
二
月
定
例
会
の
本
会
議
や
所
属

す
る
二
つ
の
常
任
委
員
会
員
会
の
議
案
審
議

を
体
験
し
、
市
議
会
改
革
が
急
務
で
あ
る
こ

と
を
実
感
し
ま
し
た
。 

議
会
基
本
条
例
第
三
条
は
「
議
員
の
活
動

原
則
」
を
定
め
、「
議
員
は
議
会
が
言
論
の
場

で
あ
り
合
議
制
の
機
関
で
あ
る
こ
と
を
十
分

に
認
識
し
、
議
員
相
互
間
の
自
由
な
討
議
を

尊
重
…
」
と
あ
り
ま
す
が
、
現
状
は
大
き
く

異
な
っ
て
い
ま
す
。「
熟
議
な
き
、
結
論
あ
り

き
」
の
議
案
審
議
と
「
数
の
力
」
に
よ
る
採
決

が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。 

  【
あ
と
が
き
】 

・
市
議
に
な
っ
て
感
じ
た
こ
と
は
、
市
民
と

の
親
近
感
で
す
。
議
員
は
そ
の
街
（
選
挙

区
）
に
住
ん
で
い
な
い
と
そ
の
街
の
議
員

に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
新
人
議
員
は
私
を
入

れ
て
六
人
、
議
席
占
有
率
は
約
三
十
八
％
。

市
民
目
線
・
市
民
感
覚
を
忘
れ
る
こ
と
な

く
、
市
民
の
声
が
確
実
に
反
映
さ
れ
る
市

政
実
現
へ
と
邁
進
す
る
所
存
で
す
。 

・
筆
者
の
議
員
活
動
に
つ
い
て
は
、「
地
域
政

党
日
本
新
生
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ブ
ロ

グ
）
で
も
御
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

  

「
故
き
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
る
」 

・
議
員
活
動
を
支
え
る
行
政
情
報
は

公
共
財
産 

・
誰
も
が
収
集
可
能
な
行
政
情
報
の

電
子
（
デ
ジ
タ
ル
）
化
が
急
務
！ 

「
晴
れ
の
舞
台
」
の
一
般
質
問 

姿
勢
を
正
し
て
、 

市
政
を
質
す
（
正
す
）
！ 

十
二
月
定
例
会
で
痛
感
し
た 

市
議
会
改
革
の
必
要
性 

 


